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行政からのお知らせ

■６５歳以上の保険料
　65歳以上の方は、 ｢特別徴収｣
または「普通徴収」で佐賀中部
広域連合へ納付していただいて
います。
　65歳以上の方の平成２4年度の
介護保険料は、すでに暫定の金
額（仮徴収）を徴収していますが、
6月に確定した住民税に基づき、
平成２4年度の年額保険料を再計
算しています。
　再計算により決定した保険料
の納入通知書は 7月下旬に送付
します。
　40歳から64歳までの方は、ご
加入の医療保険の保険料と合わ
せて納めていただいています。

介護保険は、40歳以上の全員を被保険者とする公的社会保険制度で、年齢により納付の方法が異なります。
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付
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６５歳以上の介護保険料が決まります

７
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ら
介
護
保
険
料
の
減
免
申
請
の
受
け
付
け
を
始
め
ま
す

■問い合わせ
　佐賀県中部広域連合 業務課　 ☎40−１１35
　多久市 福祉課 高齢・障害者福祉係　 ☎75−48２3

市交際費の支出状況
▶平成24年度 5月分

■問い合わせ  総務課 秘書係 ☎75−２１１5

◎詳細は市のホームページに掲載しています。

支出種別 区分 件数 金額（円）

弔　慰
今月分
累　計

１
１ 

１0,000 
１0,000 

見舞い
今月分
累　計

0
0 

0
0 

御　祝
今月分
累　計

3
7 

9,765 
２２,785 

賛　助
今月分
累　計

0
0 

0
0 

激励金
今月分
累　計

0
0 

0
0 

接　遇
今月分
累　計

0
１ 

0
１,１２0 

会　費
今月分
累　計

２
3 

１5,000 
１6,500 

その他
今月分
累　計

0
２ 

0
6,5１0 

合　計
今月分
累　計

6
１4

34,765 
56,9１5

①特別徴収（年金天引き）　
　 　老齢・退職・障害・遺族年金を年額１8万円以上受給されている方は、原則
として年金より天引きします。

　 　 4 月、6月、8月※の徴収額は、仮に算定した金額なので、今回決定した保
険料から仮徴収額を差し引いた金額を、１0月、１２月、 ２月の 3回に分けて年
金から天引きします。年度途中で65歳になった方、佐賀中部広域（佐賀市/多
久市/小城市/神埼市･吉野ヶ里町）の外から転入した方などは、おおむね 6か
月後から天引きを始めます。 （※ 8月の保険料額が変わる場合もあります）

②普通徴収（納付書・口座振替）　
　 　老齢・退職・障害・遺族年金が年額１8万円未満の方、年金を受給していな
い方、老齢福祉年金等の受給者の方は、保険料を納付書または口座振替で納
付していただきます。 4月から 7月分の徴収額は、仮に算定した金額なので、
今回決定した保険料から仮徴収額を差し引いた金額を、 8月から 3月の 8回
に分けて納付していただきます。

　 　納付は納付書を持参し、指定金融機関の窓口で納めてください。事前に手
続きしておくと、便利な口座振替が利用できます。


